
令和元年 7 月 15 日 
 
会員各位 
 

（一社）日本中古自動車販売協会連合会 
日本中古自動車販売商工組合連合会 

東京都中古自動車販売商工組合 
 

ＪＵオークション運営規程および統一ルール改正のご案内 

 
拝啓  時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素はＪＵオークションに格別のご高配を

賜り、厚くお礼申し上げます。 
 この度、ＪＵオークション運営規程および統一ルールが下記のとおり改正されましたのでお知らせい

たします。 
今後とも、JU オークションは皆様のご期待にお応えできるよう誠心誠意努力を重ねて参りますので、

何卒変わらぬ御愛顧を賜わりますよう宜しくお願い申し上げます。 
 敬具 

記 
＜改正事項＞ 

種類 条項 変更・新設 

運営規程 第 8 条「出品自動車の条件」1 項別表Ⅲ④ 新設 

統一ルール 第 4 章 6 項クレーム免責事項⑦ 変更 

統一ルール 別表Ⅰ4「グレード相違（パッケージオプション含む）」 変更 

統一ルール 別表Ⅰ5「レスオプション」 新設 

統一ルール 別表Ⅱ5「メーター改ざん・交換・１回転申告漏れ」 変更 

統一ルール 別表Ⅲ23「エンジン下部（メタル・ピストン異音・焼き付き・圧縮不足等）」 変更 

統一ルール 別表Ⅲ28「クラッチ不良（滑り等）」 変更 

統一ルール 別表Ⅲ37「電動オープン不良」 新設 

統一ルール 別表Ⅲ54「特殊・特装車両の上物と車両本体の年式違い」 新設 

統一ルール 

別表Ⅳ11「譲渡証、委任状、印鑑証明書および有効期限のある書類

の有効期限の失効、書き損じによる差替え、紛失による再交付を依

頼する場合」 

変更 

 
◇上記の改正規程の実施日は、令和元年 9月 1日のＪＵオークションより適用となります。 

※改正後の規約等は、ＪＵ東京ＮＥＴ、ＪＵナビ（ログイン前）でも確認できます。 

以上 



改正後（2019.9.1～） 現行（～2019.8.31） 

中商連オートオークション運営規程 

第８条 出品自動車の条件 

１．出品自動車は別表Ⅲに掲げる条件を満たすもの

であることを原則とする。 

 

別表Ⅲ「出品自動車の条件」（運営規程第８条１項） 

出品自動車は次の条件を備えていることを原則とす

る。 

①自走可能であり、バッテリー、デフ、ミッション、

エンジンにトラブルのないこと。 

②車両保安基準に適合し得るものであること。 

③改造車の場合には、その改造について所轄官庁の

改造許可済みであること。 

④接合車（主催商組が相当と判断した場合）でない

こと。 

⑤車検付き自動車の場合は、自動車損害賠償責任保

険（自賠責保険）が付されていること。 

⑥規約第２３条３項に定める期間内に登録名義の移

転等の手続が可能なもの。 

⑦出品者が走行距離計の改ざんを行った自動車でな

いこと。 

⑧正常に使用できる附属品（スペアタイヤ、クリップ

レンチ、ジャッキ）が添付されていること。 

⑨出品者名義となっていることを原則とする。出品

者名義でない場合は、車検証等に記載された本人

から個人情報を第三者へ提供することの同意を得

ているものであること。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中商連オートオークション統一ルール 
（クレーム・ペナルティーに関する統一ルール） 

 

第 4章クレーム 

6.クレーム免責事項 

⑦出品申込書に、エンジン、ミッションの不具合症状の記

載がある場合におけるエンジン、ミッションの不良に関す

るクレーム。（不良とはエンジンオーバーホールを要すも

のも含みます。） 

ただし、商組が相当であると判断した場合はクレームとし

ます。 

 

中商連オートオークション運営規程 

第８条 出品自動車の条件 

１．出品自動車は別表Ⅲに掲げる条件を満たすもの

であることを原則とする。 

 

別表Ⅲ「出品自動車の条件」（運営規程第８条１項） 

出品自動車は次の条件を備えていることを原則とす

る。 

①自走可能であり、バッテリー、デフ、ミッション、

エンジンにトラブルのないこと。 

②車両保安基準に適合し得るものであること。 

③改造車の場合には、その改造について所轄官庁の

改造許可済みであること。 

④車検付き自動車の場合は、自動車損害賠償責任保

険（自賠責保険）が付されていること。 

⑤規約第２３条３項に定める期間内に登録名義の移

転等の手続が可能なもの。 

⑥出品者が走行距離計の改ざんを行った自動車でな

いこと。 

⑦正常に使用できる附属品（スペアタイヤ、クリップ

レンチ、ジャッキ）が添付されていること。 

⑧出品者名義となっていることを原則とする。出品

者名義でない場合は、車検証等に記載された本人

から個人情報を第三者へ提供することの同意を得

ているものであること。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中商連オートオークション統一ルール 
（クレーム・ペナルティーに関する統一ルール） 

 

第 4章クレーム 

6.クレーム免責事項 

⑥出品申込書に、「エンジン・ミッション異音」の記載があ

る場合におけるエンジン・ミッションに関する不具合。 

なお、エンジンオーバーホールを要すものも含みます。 

 

 

 

 



   
別表Ⅰ出品申込書記載相違事項の受付期間と裁定 

4.グレード相違（パッケージオプション含む） 

（クレーム裁定欄） 

キャンセル時：ノーペナキャンセル＋諸経費 

出品店申告より上位グレードの場合は、ノーペナキ

ャンセル+諸経費のみ受付する。 

 

 

5.レスオプション（新設） 

評価点付・・・・・・・書類発送日含む 7 日 
Ｒ点・・・・・・・・・書類発送日含む 7 日 
低価格車・・・・・・・ノークレーム 
商談・・・・・・・・・書類発送日含む 7 日 
１０年・１０ｋｍ超・・ノークレーム 
（クレーム裁定欄） 
取り外しが容易に出来るもの（主催商組の裁定によ

る）はノークレームとする。 
 
別表Ⅱ 重大クレーム事項の受付期間と裁定 

5.メーター改ざん・交換・１回転申告漏れ 
キャンセル時：ペナルティー（出品店関与１０万

円・不関与５万円）＋諸経費 

出品店が関与していることが判明した場合、ペナル

ティー裁定とは別に制裁を課すことがある。 

※車検証、整備記録簿（認定・指定工場によるも

の）等、主催商組が送付した書類（車内から発見さ

れた記録簿等も含む）から判明する場合は、主催商

組から書類発送後１ヵ月以内とする。 
 
別表Ⅲ 具体的クレーム事項の受付期間と裁定 

23.エンジン下部（メタル・ピストン異音・焼き付き・圧縮不足等） 
（クレーム裁定） 

必要により現車確認とする。 

オイル漏れはノークレームとする。 

ロータリーエンジンの圧縮不足は、低価格車、10 年 10 万

㎞超はノークレームとする。 

 

28. クラッチ不良（滑り等） 

 

37.電動オープン不良（新設） 
評価点付・・・・・・・当日含む 5 日 

別表Ⅰ出品申込書記載相違事項の受付期間と裁定 

4.グレード相違（パッケージオプション含む） 

（クレーム裁定欄） 

キャンセル時：ペナルティー2万円（低価格車は 1万

円）＋諸経費 

出品店申告より上位グレードの場合は、ノーペナキ

ャンセル+諸経費のみ受付する。 

 

（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別表Ⅱ 重大クレーム事項の受付期間と裁定 

5.メーター改ざん・交換・１回転申告漏れ 
キャンセル時：ペナルティー（出品店関与１０万

円・不関与５万円）＋諸経費 

出品店が関与していることが判明した場合、ペナル

ティー裁定とは別に制裁を課すことがある。 

※車検証、整備記録簿（認定・指定工場によるも

の）等、主催商組が送付した書類から判明する場合

は、主催商組から書類発送後１ヵ月以内とする。 
 
 
別表Ⅲ 具体的クレーム事項の受付期間と裁定 

22.エンジン下部（メタル・ピストン異音・焼き付き・圧縮不足等） 
（クレーム裁定） 

必要により現車確認とする。 

オイル漏れはノークレームとする。 

 
 
 
27. クラッチ滑り 

 
（新設） 

 



   
Ｒ点・・・・・・・・・当日含む 5 日 
低価格車・・・・・・・ノークレーム 
商談・・・・・・・・・ノークレーム 
１０年・１０ｋｍ超・・ノークレーム 
（クレーム裁定欄） 
ただし、電装系が原因の不良は初年度登録から 5 年以

内の車両に限りクレームとする。 
 

54.特殊・特装車両の上物と車両本体の年式違い（新設） 

評価点付・・・・・・・書類発送日含む 7 日 
Ｒ点・・・・・・・・・書類発送日含む 7 日 
低価格車・・・・・・・書類発送日含む 7 日 
商談・・・・・・・・・書類発送日含む 7 日 
１０年・１０ｋｍ超・・書類発送日含む 7 日 
（クレーム裁定） 
ただし、2 年以上の隔たりがある場合に限りクレームとす

る。 

 

別表Ⅳ ペナルティー裁定基準 

11.譲渡証、委任状、印鑑証明書および有効期限のある

書類の有効期限の失効、書き損じによる差替え、紛失に

よる再交付を依頼する場合 

（ペナルティー裁定） 
下記金額にて差替え依頼ができる。（必ず主催商組を介

して申出をすること） 

印鑑証明書･･･３万円 

委任状･･･２万円 

譲渡証･･･２万円 

その他証明書（謄本・抄本・住民票等）･･･２万円 

記入申請書･･･２万円 

ただし、譲渡証、委任状の旧所有者（譲渡人・委任者）が

記入すべき欄を落札店が書き損じてしまった場合は、上

記差し替えペナルティーの対象外とする。 

 
改正記録 
令和元年 6 月 6 日改正、令和元年 9 月 1 日実施 

 
 
 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表Ⅳ ペナルティー裁定基準 

10.譲渡証、委任状、印鑑証明書および有効期限のある

書類の有効期限の失効、書き損じによる差替え、紛失に

よる再交付を依頼する場合 

（ペナルティー裁定） 
下記金額にて差替え依頼ができる。（必ず主催商組を介

して申出をすること） 

印鑑証明書･･･３万円 

委任状･･･２万円 

譲渡証･･･２万円 

その他証明書（謄本・抄本・住民票等）･･･２万円 

記入申請書･･･２万円 
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